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章 具体的内容 （参考）ＧＢＰとの比較

1.Eligibility
:General 
Criteria for 
Green 
Projects

資金使途がＧＨＧ削減につながるプロジェクトの場合、目標とす
る削減量を、公に入手可能な基準やベンチマークと比較するこ
とを推奨する（encourage）

ＧＢＰにない要素か。

温暖化対策を目的としないプロジェクトは、①資源の保全・持続
的な資源管理、②廃棄物・汚染の減少、③その他、環境改善や
持続可能な社会、のいずれかに資するべきである（should）

ＧＢＰ「１．調達資金の使途」の章で挙げられている
事業区分と概ね同様か。

環境の悪化につながり得る一面をもつ事業がグリーンとされて
いる場合は、投資家として評価する際にさらなる調査を行う

ＧＢＰにない要素か。

2.Initial 
Disclosures 
and 
Intended 
Use of 
Proceeds

グリーンボンド発行前に、下記４点を投資家に開示する必要が
ある（need）。
①調達資金の充当プロジェクトの事業区分
②資金充当プロジェクトを選定するフレームワーク
③環境改善効果を測定するクライテリア
④期待される環境改善効果

①②ＧＢＰ「２．プロジェクトの評価・選定プロセス」第
一段落「『プロジェクトが…適格なグリーンプロジェクト
の事業区分に該当することを判定するためのプロセ
ス』を示すべき（should）」と概ね同様か。
③ＧＢＰ「４．レポーティング」第二段落

「定量化の際に用いた方法論や前提条件を示すこと
を推奨する（recommend）」と概ね同様か。
④ＧＢＰ「４．レポーティング」第一段落中「期待される
環境改善効果」と概ね同様か。

グリーンプロジェクトは、明確な環境改善効果（可能であれば定
量的な）を提供すべきである（should）

ＧＢＰ「１．調達資金の使途」第一段落と概ね同様か。

発行体は、新規プロジェクトとリファイナンスに充当される資金
の割合を示すべきである（should）

ＧＢＰ「１．調達資金の使途」第二段落と比べ、「べき」
とされている点で厳しい内容か。

発行体は、プロジェクトの環境改善効果の報告についての予定
や、情報発信の方法を示すべきである（should）

ＧＢＰにない要素か。

複数の発行体が開示する情報を投資家が比較できるよう、情報
を別々に提供することを推奨する（recommend）

ＧＢＰにない要素か。

• Ceres “A Statement of Investor Expectations for the Green Bond Market” は、グリーン
ボンドに対し、グリーンボンド原則（ＧＢＰ）への準拠を求めた上で、さらに投資家サイド
からの期待をまとめたものである。具体的内容は以下のとおりである。

出典： CeresのHP（http://www.ceres.org/files/investor-files/statement-of-investor-expectations-for-green-bonds）より事務局作成



章 具体的内容 （参考）ＧＢＰとの比較

3.Reporting
on Use of 
Proceeds  
and  Project 
Impact/Bene
fits

適切なプロジェクトへの調達資金の充当状況と、プロジェクトに
よる環境改善効果の見積もりに関する報告を、発行体が毎年
行うことを期待する（expect）

ＧＢＰ「４．レポーティング」第一段落
「発行体は…資金使途に係る最新情報を作成・保存し、
いつでも入手できるよう毎年更新すべきである
（should）」「これは…想定される環境改善効果を含む
べきである（should）」
と概ね同様か。

調達資金の使途については、プロジェクト毎またはプロジェクト
の集合毎に、インパクトレポートと一緒に報告することが可能で
ある（can）

ＧＢＰ「４．レポーティング」第一段落

「提供できる情報が限定される場合は、情報が集合的
にまたはポートフォリオ毎に示されることを推奨する
（recommend）」と概ね同様か。

インパクトレポートは公開されるべきである。また、想定される
環境改善効果の情報を含むべきである（should）。

ＧＢＰにない要素か。

インパクトレポートに関する基準は現在存在しないため、既に
グリーンボンドを発行した主体による、他の発行体が活用でき
るインパクトレポーティングのモデルを確立することを歓迎する
（welcome）

ＧＢＰにない要素か。

4.Independe
nt Assurance

調達資金が適切なプロジェクトに充当されることについて会計
監査人が追跡すること、プロジェクトの選定や期待される環境
改善効果について気候変動やＥＳＧの専門家が意見を述べる
ことを推奨する（encourage）

ＧＢＰ「外部機関によるレビュー」と概ね同様か。

発行体が内部の専門知識やコンサルタントの意見に依拠する
場合、プロジェクトの選定基準や資金使途、想定される環境改
善効果についてさらなる情報開示が推奨される
（recommended）

ＧＢＰにない要素か。

出典： CeresのHP（http://www.ceres.org/files/investor-files/statement-of-investor-expectations-for-green-bonds）より事務局作成


